
 

  

 

 

 

 

■泉南水道センターにおけるインボイス制度への対応について■ 
 

令和 5 年 10 月 1 日より消費税法における適格請求書等保存方式（インボイス制度）が開始され

ます。泉南水道センターでは、これに対応するため、10 月分から税額計算方法を変更し、検針票の

『水道使用量・料金等のお知らせ』をこの制度に対応した書式、「インボイス（適格請求書）」として

検針時に投函、通知させていただきます。 

消費税の確定申告等を実施される事業者、個人事業主等の皆様は、この検針票を大切に保存し、 

仕入税額控除の適用の際に添付資料としてご活用ください。 

  

10 月分以降のインボイス（適格請求書）のご紹介（一部抜粋） 
  

 
 

 ・下水道使用料も、同じ検針票でインボイス帳票として取り扱いできます。（代理交付方式） 

 ・郵便等でお届けしている「納入済通知書」はインボイス制度に対応しておりません。 

 ・インボイス帳票は、あとで証明書（水道料金等調定証明書）を発行することもできますが、 

発行には手数料（１月分Ａ４用紙１枚で発行・1 枚につき３００円）がかかります。 

※郵便での発行の場合はさらに返送用郵便料（実費）が必要です。 

 ・料金の減免や更正で料金の変更があった際には、改めてインボイス帳票として 

「上下水道料金更正決定通知書」を無償にて発行いたします。 

 ・料金の算定方法につきましては、大阪広域水道企業団公式ウェブサイトで公表しております。 

 

安全・安心・安定な給水 
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せんなん水だより 

2 か月に 1 度の検針を行い、左記の検針票の体裁で 
1 か月分に 1 枚、計 2 枚を発行・投函します。 
９月分も同じ用紙を使用いたしますが、計算方法は 
以前のままです。 

水道料金・下水道使用料それぞれの消費税額(10％)を

表示するようにしました。（料金欄は税込表記） 

水道料金の計算手順につきまして、10 月分より消費

税額の算出は水道料金とメーター使用料の合計後に行

うこととなりました(端数は 1 円未満切捨て)。 

このため、以前の個別計算と比べて 1 円の差額が 

生じることがあります。（下水道使用料には影響ありません） 

インボイス帳票を発行する事業者として税務署より 

通知された登録番号です。 

※上水道・下水道でそれぞれ登録番号があります。 

上水道（企業団）：T2 - 8000 - 2000 – 0566 

下水道（泉南市）：T2 - 8000 - 2000 - 0748 

５年 １０月分 



 

 

 

泉南水道センターでは、宅地内の漏水修理には対応できません。また、特定の事業者をご紹介することも出来ま

せんので、お知り合いの事業者又はウェブページに掲載の大阪広域水道企業団市町村域水道事業指定給水装置工事

事業者名簿を参考に、お客様にてお選び頂いた事業者へご相談下さい。修理を依頼される場合は、泉南水道センタ

ーでは責任を負うことはできませんので、十分に内容を確認していただきますようお願いします。 

ウェブページ https://www.wsa-osaka.jp/suido/sennan/shitei_jigyosha/9731.html  

大阪広域水道企業団市町村域水道事業指定給水装置工事事業者名簿（参考）(市内事業者抜粋 令和５年８月 1 日現在) 
企業団 

指定番号 
氏名又は名称 事業所の所在地 電話番号 

大阪企第 035 号 朝井建設 泉南市中小路一丁目 7-34 072-483-0028 

大阪企第 047 号 アズマホーム設備 泉南市樽井八丁目５番５号 072-480-0680 

大阪企第 054 号 ㈱淡路屋設備 泉南市岡田五丁目 11－５ 072-485-3344 

大阪企第 076 号 ㈱井手工務店 泉南市信達牧野 1654 072-483-6157 

大阪企第 094 号 上口設備 泉南市兎田 1349 番地 072-425-6088 

大阪企第 107 号 ㈱氏浦設備 泉南市新家 600ー３ 072-482-7214 

大阪企第 180 号 (有)樫木電機商会 泉南市信達牧野 640 072-483-2237 

大阪企第 185 号 ㈱梶本設備 泉南市信達市場 995 番地の 1 072-484-4123 

大阪企第 198 号 ㈱金永設備工業所 泉南市岡田二丁目 1940 番地の１ 072-483-1418 

大阪企第 240 号 木村設備 泉南市信達市場 1738 番地の 12 072-482-8796 

大阪企第 260 号 国本設備工業 泉南市新家 3581-1 072-485-1051 

大阪企第 390 号 (有)犂水道工業所 泉南市新家 766-1 072-482-1717 

大阪企第 401 号 杉本設備 泉南市信達市場 1568 番地の 5 072-482-6611 

大阪企第 407 号 ㈱すみれ 泉南市信達牧野 817 番地の 3 072-484-5535 

大阪企第 426 号 
特定非営利活動法人泉州水道サー

ビス 
泉南市樽井 3-16-3 072-484-2012 

大阪企第 427 号 泉州設備 泉南市男里 5丁目 12-12 072-484-3818 

大阪企第 429 号 泉南市管工事業協同組合 泉南市樽井三丁目 16-3 072-484-1041 

宅地内の漏水修理について（修理費用は個人負担になります） 



大阪企第 431 号 泉南設備工業(株) 泉南市新家 857 番地の２ 072-484-2850 

大阪企第 447 号 大勝産業㈱ 泉南市中小路二丁目 2647 番地の２ 072-484-0202 

大阪企第 476 号 (有)竹萬商会 泉南市男里七丁目７番 12 号 072-483-9129 

大阪企第 512 号 (株)辻電機工業所 泉南市樽井二丁目 21-5 072-483-2546 

大阪企第 556 号 (株)中澤水道工業所 泉南市新家 863 番地 072-482-4888 

大阪企第 593 号 (株)西浦水道工業所 泉南市信達大苗代 609 番地 072-482-1789 

大阪企第 616 号 則竹工務店 泉南市信達市場 2261 072-483-6074 

大阪企第 620 号 (株)ハウスせんなん 泉南市信達市場 2320 番地の 78 072-482-8421 

大阪企第 626 号 (有)ハタヤ建設 泉南市岡田 5-25-20 072-485-1237 

大阪企第 643 号 ハラダ住設 泉南市馬場一丁目 5-6 072-484-5607 

大阪企第 725 号 町谷水道工業(株) 泉南市樽井二丁目 31-20 072-482-1414 

大阪企第 729 号 (株)松岡組 泉南市北野一丁目 6番 10 号 072-483-1456 

大阪企第 786 号 (株)向井組 泉南市信達大苗代 389 番地の１ 072-482-5157 

大阪企第 790 号 村中設備工業 泉南市中小路３丁目２番 14 号 072-484-5559 

大阪企第 823 号 (有)山崎水道工業所 泉南市樽井五丁目 1-13-103 号 072-483-8887 

大阪企第 829 号 (株)山田設備 泉南市新家 3027 072-482-2235 

大阪企第 850 号 (有)よのおと 泉南市樽井 6-10-5 072-483-4007 

大阪企第 903 号 (株)永遠 泉南市樽井三丁目 37 番 3号 072-424-3967 

 



 工務課からのお知らせ  

【 朝一番の水道水は飲み水以外に 】 
水道水は、飲み水としての水質基準を十分に満たしています。 

しかし、長い時間、水道水を使用しなかった場合は、消毒の為の塩素濃度の低下や 

給水管に鉛管が使われているご家庭では、微量の鉛が溶出する可能性があります。 

通常の使用状況では心配ありませんが、念のため朝一番の水道水（バケツ一杯程度）

を飲み水以外に使用することをおすすめします。 

【 給水装置の修理区分（管理区分） 】 

下図の通り、宅内の漏水修理は、ご利用者様で修理業者をお探し頂きますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・給水申込み、にごり水、出水不良 

 

・公道上の漏水、水道管工事など 

ご相談窓口 
◇受付時間◇月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始を除く）の 

 午前 9 時００分～午後 5 時３０分まで。 

 

・メーターの検針、料金等のお問合せ 

 

・上下水道の使用開始・中止 

 

・上下水道使用者のご変更 

 

・漏水、給水停止など 

 

大阪広域水道企業団 

泉南水道センタ－ 

（料金担当）お客さまセンター 
（受託業者）第一環境㈱ 

０７２－４８２－０６００ 
 

大阪広域水道企業団  

泉南水道センター 工務課 

０７２－４８２－６５５２ 

◇受付時間◇月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始を除く）の 

 

 午前 9 時００分～午後 5 時３０分まで。 


